
クロス補修サービス ― 弊社にて費用を負担いたします！ 

クロス補修費用を弊社にて負担いたします(専有面積により負担金額は異なります)。

※媒介契約期間中の契約解除または媒介契約の更新がなくなった際は、違約金としてすでに
　実施されたサービスに支払われた、弊社負担金の実費をお支払いいただきます。

弊社指定業者での作業の場合のみサービスの対象とし、お客様がご指定またはご手配された
業者での作業は対象となりません。予めご了承ください。
弊社と専任媒介契約または専属専任媒介契約を新規締結の売主様が対象となります。

サービス概要

サービス提供会社

ご利用条件


